
 

 
日 薬 発 第 7 0 号 

令和８年５月 28 日 

都道府県薬剤師会会長 殿  

 

日 本 薬 剤 師 会 

会長 岩月 進 

（会長印省略） 

 

貴会所属の本会会員に係る令和８年度本会会費の徴収等について（お願い） 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、令和７年６月 28 日・29 日に開催いたしました本会の第 106 回定時総会にお

きまして、令和８年度日本薬剤師会会費額が別紙①のとおり決定いたしました。 

つきましては、貴会所属の本会会員（正会員及び賛助会員。以下、同じ）に係る本

会会費の徴収並びに本会への送金につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 

貴会には多大なご負担をおかけすることとなりますが、本年度もご高配賜りますよ

う、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１. 会費徴収の基礎となる会員 

令和８年度期首の本会会員名簿に記載されている会員です。 

※令和８年度期首の本会会員名簿に記載されている貴会所属の本会会員の一覧を

会計厚生課 GigaCCにてお送りいたします。（参考資料をご覧ください。） 

※令和８年度の新規加入会員についても、徴収並びに本会への送金が必要です。本

年 10月以降に加入した会員の会費額は、別紙①規定額の半額となります。 

 

２. 本会への送金スケジュール 

令和８年度会費については、本年８月末日までに送金をお願いいたします。 

同日までに送金できなかった会費については、貴会に収納された分を毎月末日締め

でとりまとめの上、翌月 15日までに本会宛ご送金ください。 

※令和５～７年度の未収会費が残っている本会会員については、令和８年度会費の

請求の際に併せてご請求をお願いいたします（令和４年度未収会費については、

「過年度分会費未納者への督促等に関する内規」に定められた督促期間が経過し

たため、近日中に貸倒引当金の取り崩しにより貸倒処理を行わせていただくこと

となります）。 



 

３. 送金方法 

○本会への送金の際には、会費の送金額明細を会計厚生課 GigaCCにてご連絡下さい。 

明細には、以下の記載をお願いいたします。 

・年度の区別 

・会員番号、薬剤師番号、氏名（漢字・フリガナ）、会員種別（正・賛助）、会費種

別（Ａ・Ｂ）、会費額（送金額） 

［明細例］ 

※可能な限り、上記以外の個人情報が含まれないよう明細をご作成ください。 

 

○会費の振込は、次の普通預金口座にお願いいたします。 

※「当座預金」については会費の入金口座として使用しておりませんので、ご入金な

さらないようお願いいたします。 

 

○貴会で作成いただく本会会費の請求書には、本会定款第８条第４項と同会費規程第

８条に基づく次の事項をご記載くださいますようお願いいたします（別紙②をご参

照）。 

 

 

以上 

会費 

年度 
会員番号 

薬剤師

番号 
氏名(漢字) 氏名(カナ) 

会員種別 

(正/賛助) 

会費種別 

(Ａ/Ｂ) 

会 費 額

(送金額) 
備考 

Ｒ７ 1234567 999999 日薬 花子 ニチヤク ハナコ 正 Ａ 18,000  

Ｒ６ 7654321 111111 日薬 太郎 ニチヤク タロウ 賛助 Ｂ 7,000  

三菱ＵＦＪ銀行 渋谷支店 普通 6778027 

みずほ銀行 渋谷支店 普通 1515776 

各口座名義 

公益社団法人 日本薬剤師会 

シヤ）ニホンヤクザイシカイ 

日本薬剤師会は、正会員の会費につきましては、各都道府県薬剤師会に交付する「都

道府県薬剤師会運営費負担金」に充当し、毎事業年度における残額の２分の１を公

益目的事業に、残余を管理費用に使用します。ただし、賛助会員の会費につきまし

ては、その全てを公益目的事業に使用します。 



 

 

別 紙① 

第 106回定時総会 議案第４号 

 

令和８年度会費額の件 

 

公益社団法人日本薬剤師会定款第８条第４項及び同会費規程第３条第１項

の規定による令和８年度の会費の額は、以下のとおりとする。 

 

１．正会員（薬剤師） 

   Ａ会費 年額   １８,０００円 

   Ｂ会費 年額    ７,０００円 

但し、令和７年度内に薬学部・薬科大学を卒業後、薬剤師国家試験に合

格し薬剤師免許を取得した者のうち、Ｂ会費会員に限り、令和８年度中の

日本薬剤師会会費を無料とする。 

 

２．賛助会員（薬剤師ではない個人及び企業・団体） 

   Ａ会費 年額   １８,０００円 

   Ｂ会費 年額    ７,０００円 

 

３．特別会員（薬剤師ではないが、薬学を専攻する学生等） 

   会費を徴収しない。 

 

注） １．正会員の会費種別は、次のとおりとする。 

     正会員（Ａ会費）は、管理者又は本会に貢献を望む者 

     正会員（Ｂ会費）は、上記正会員（Ａ会費）以外の正会員 

   ２．賛助会員の会費種別は、次のとおりとする。 

     賛助会員（Ａ会費）は、薬局経営者又は希望する個人及び団体 

     賛助会員（Ｂ会費）は、薬剤師以外の医薬品の製造業及び卸売業等の関係者又は医薬

品販売に従事する者 

    ３． 特別会員は、薬科大学・薬学部等の薬剤師養成の大学・大学院等の教育課程の在籍者

又は薬剤師になる資格のある者 



 

別 紙② 

 

公益社団法人日本薬剤師会定款（抜粋） 

（会員の義務） 

第８条 会員は薬剤師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければなら

ない。 

２ 会員は、この定款に定める事項及び第５章に規定する総会の決定事項を遵守する義務

を負う。 

３ 会員は、本会の事業活動によって経常的に生ずる費用に充てるため、所定の会費及び

負担金等（以下「会費等」という。）を本会に支払う義務を負う。 

４ 会費等の額及び支払方法並びに使途については、総会において定める会費規程によ

る。 

 

 

公益社団法人日本薬剤師会会費規程（抜粋） 

（会費等の使途） 

第８条 第３条の会費等は、正会員の会費については、都道府県薬剤師会運営費負担金に

充当し、毎事業年度における残額の２分の１を公益目的事業に、残余を管理費用に使用す

る。ただし、賛助会員の会費については、その全てを公益目的事業に使用する。 

 



 

事 務 連 絡 
令和７年７月 22 日 

 
都道府県薬剤師会事務局御中 

 
日 本 薬 剤 師 会  

会計・厚生課 
 

会費納入者一覧データの授受方法の変更について（お願い） 
 
 
平素は本会会務につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、貴会より本会宛に頂いております会費納入者一覧データの授受方法に

ついて、令和７年８月より変更させていただきたくご連絡申し上げます。 
 現在、貴会より会費納入者一覧データをメールにてお送りいただいておりま

すが、利便性及びセキュリティ向上等の為、従来の受け渡し方法を廃止し、

GigaCC と呼ばれるファイル受け渡しツールを用いた運用を開始させていただ

きたく存じます。 
つきましては、別添資料をご参照いただき、新たな授受方法での運用に、ご理

解ご協力の程お願い申し上げます。 
 当該ツールに使用するログイン ID やパスワードにつきましては、貴会ご担当

者様へメールにてご案内させていただきます。 
 ご不明な点がございましたら、本会事務局会計・厚生課までご連絡くださいま

すよう重ねてお願い申し上げます。 
 

以上 
 

suzuki-yasunori




GigaCC操作マニュアル
（会費データ）

日薬会計課と各都道府県薬剤師会とのデータのやり取り
R7.7.15



ログイン
ログインURL

https://asp.gigacc.com/user/

①IDとPWを⼊⼒

②ログインボタンを押下。

①

②



アップロード
①〇〇薬剤師会をクリック

②アップロードマークを押下。

③「ファイルの選択」を押下、アップロード

するファイルを選択。

④コメントを記載。

※記載しなくても問題ございません。

⑤「アップロード」を押下。

⑥アップロード完了通知（メール）が都道府県

薬ご担当者様へ届きます。

②
①

③

④

⑤



ダウンロード
①日薬会計課からファイルがアップロードさ

れると、都道府県薬剤師会ご担当者様へメー

ルが届きます。

②メールに記載のあるURLをクリックし、ロ

グイン。

③「〇〇薬剤師会」を押下。

④ダウンロードしたい「ファイル/フォルダ

名」をクリック。

⑤ダウンロード完了通知（メール）が都道府県

薬ご担当者様へ届きます。

③

④


